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厚
生
労
働
省

 

〇　
　
　
　
　

令
第
四
号

 
国
土
交
通
省

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年

法
律
第
四
十
三
号
）
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
百
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
宅
確
保
要
配
慮

者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
・
厚

 

生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日

 

厚
生
労
働
大
臣　

福
岡　

資
麿 

国
土
交
通
大
臣　

中
野　

洋
昌

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

 

に
伴
う
国
土
交
通
省
・
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

（
国
土
交
通
省
・
厚
生
労
働
省
関
係
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行

 

規
則
の
一
部
改
正
）

 

第
一
条　

国
土
交
通
省
・
厚
生
労
働
省
関
係
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律

 

厚
生
労
働
省

 

施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年　
　
　
　
　

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

国
土
交
通
省
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次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も

の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に

掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄

 

に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

目
次

（
新
設
）

第
一
章　

都
道
府
県
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
及
び
市
町
村
賃
貸
住
宅
供
給
促
進

計
画
（
第
一
条
）

第
二
章　

住
宅
確
保
要
配
慮
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
事
業
（
第
二
条

第
四
条
）

―

第
三
章　

居
住
安
定
援
助
賃
貸
住
宅
事
業
（
第
五
条

第
三
十
八
条
）

―

第
四
章　

住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
法
人
（
第
三
十
九
条

第
五
十
条
）

―

附
則

第
一
章　

都
道
府
県
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
及
び
市
町
村
賃
貸
住
宅
供
給

（
新
設
）

促
進
計
画

（
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
）

第
一
条　

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
新
設
）

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
九
項
（
同
条
第
十
一
項
及
び
法
第
六
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
方
法
は
、
都
道
府
県
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
（
法
第
六
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
市
町
村
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
）
の
案

及
び
当
該
案
に
対
す
る
住
民
の
意
見
の
提
出
方
法
、
提
出
期
限
、
提
出
先
そ
の
他

住
民
の
意
見
の
提
出
に
必
要
な
事
項
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
、
印
刷
物
の

配
布
そ
の
他
適
切
な
手
段
に
よ
り
住
民
に
周
知
す
る
方
法
と
す
る
。

第
二
章　

住
宅
確
保
要
配
慮
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
事
業

（
新
設
）

 
 

（
登
録
事
業
者
の
要
件
）

（
登
録
事
業
者
の
要
件
）

第
二
条　

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要

第
一
条　

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律

件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。
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一　

支
援
協
議
会
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
。

一　

法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
協
議
会

の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
。

二　

支
援
法
人
で
あ
る
こ
と
。

二　

法
第
四
十
条
に
規
定
す
る
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
法
人
で
あ
る
こ
と

。

三　

賃
貸
住
宅
の
管
理
業
務
等
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
六

三　

賃
貸
住
宅
管
理
業
者
登
録
規
程
（
平
成
二
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百

十
号
）
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

九
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

四　

支
援
協
議
会
の
構
成
員
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
団
体
の
構

四　

第
一
号
の
構
成
員
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
団
体
の
構
成
員

成
員
で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

五　

前
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
登
録
住
宅
の
う
ち
、
法
第
二

五　

前
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
法
第
十
条
第
五
項
に
規
定
す

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
被
保
護
入
居
者

る
登
録
住
宅
の
う
ち
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
同

（
次
条
に
お
い
て
「
被
保
護
入
居
者
」
と
い
う
。
）
が
入
居
す
る
も
の
の
管
理

項
に
規
定
す
る
被
保
護
入
居
者
（
次
条
に
お
い
て
単
に
「
被
保
護
入
居
者
」
と

を
委
託
し
て
い
る
こ
と
。

い
う
。
）
が
入
居
す
る
も
の
の
管
理
を
委
託
し
て
い
る
こ
と
。

第
三
条　

（
略
）

第
二
条　

（
略
）

 
 

（
通
知
の
方
法
）

（
通
知
の
方
法
）

第
四
条　

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ

第
三
条　

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
通
知

る
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
通
知
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

２　

前
項
の
通
知
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
保
護
の
実
施
機
関
（
生
活
保
護
法
第
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
保
護
の

だ
し
、
生
活
保
護
法
第
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
保
護
の
実
施
機
関
が
次
に
掲

実
施
機
関
を
い
う
。
第
三
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
次
に
掲
げ
る
書

げ
る
書
類
に
よ
り
証
明
す
べ
き
事
実
を
公
簿
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

類
に
よ
り
証
明
す
べ
き
事
実
を
公
簿
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一　

当
該
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か

一　

通
知
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該

に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

二　

（
略
）

二　

（
略
）

第
三
章　

居
住
安
定
援
助
賃
貸
住
宅
事
業

（
新
設
）

（
居
住
安
定
援
助
計
画
の
認
定
の
申
請
）
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第
五
条　

法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
居
住
安
定
援
助
計
画
の
認
定
（
第
七

（
新
設
）

条
及
び
第
八
条
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
法
第
四
十
条
第
二
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

）
第
六
条　

法
第
四
十
条
第
二
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
者
は
、
配
偶
者
そ
の
他
の
親
族
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻

関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
及
び
当
該
事
情
に
あ
る
者
の
親
族
を
含
む
。
）
で

あ
っ
て
、
日
常
生
活
を
営
む
の
に
援
助
を
必
要
と
す
る
住
宅
確
保
要
配
慮
者
と
生

計
を
一
に
す
る
も
の
と
す
る
。

（
居
住
安
定
援
助
計
画
の
記
載
事
項
）

第
七
条　

法
第
四
十
条
第
二
項
第
十
一
号
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定

（
新
設
）

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
等
に
お
い
て
当
該
事
項
の
記
載
の
必
要

が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
項
の
記
載
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員

の
氏
名

二　

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の

法
定
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
の
名
称
、
住
所
並
び
に
そ
の
代
表
者
及
び
役
員
の
氏
名
）

三　

居
住
安
定
援
助
賃
貸
住
宅
の
名
称

四　

着
工
又
は
竣
工
の
年
月

五　

居
住
安
定
援
助
賃
貸
住
宅
に
関
す
る
権
利
の
種
別
及
び
内
容

六　

居
住
安
定
援
助
賃
貸
住
宅
へ
の
入
居
に
関
す
る
問
合
せ
を
受
け
る
た
め
の
連

絡
先

（
居
住
安
定
援
助
計
画
に
添
付
す
る
書
類
）
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第
八
条　

法
第
四
十
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類

（
新
設
）

（
第
二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
「
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一　

居
住
安
定
援
助
賃
貸
住
宅
の
規
模
及
び
設
備
の
概
要
を
表
示
し
た
間
取
図

二　

居
住
安
定
援
助
の
う
ち
第
十
四
条
第
一
号
の
基
準
に
係
る
も
の
の
内
容
の
概

要
図

三　

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
法
人
並

び
に
そ
の
代
表
者
及
び
役
員
を
含
む
。
）
、
第
二
十
条
に
規
定
す
る
使
用
人
並

び
に
居
住
安
定
援
助
賃
貸
住
宅
の
転
貸
借
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
当
該
居
住
安
定
援
助
賃
貸
住
宅
の
所
有
者
及
び
転
貸
人
が
法
第
四
十
二
条
各

号
に
掲
げ
る
欠
格
要
件
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

四　

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を

有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
（
法
定
代

理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
代
表
者
及
び
役
員
を
含
む
。
）

が
法
第
四
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
欠
格
要
件
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

五　

居
住
安
定
援
助
賃
貸
住
宅
の
構
造
が
、
第
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適

合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

六　

居
住
安
定
援
助
賃
貸
住
宅
が
昭
和
五
十
六
年
五
月
三
十
一
日
以
前
に
新
築
の

工
事
に
着
手
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
建
築

基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
並
び
に
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
及

び
条
例
の
規
定
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第
一
号
ロ
に
お
い
て
「
耐
震
関
係

規
定
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
確
認
で
き
る
書
類
で
次
に
掲
げ
る
も
の
。
た
だ
し
、
認
定
の
申
請
時
に
居
住

安
定
援
助
賃
貸
住
宅
が
耐
震
関
係
規
定
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
に
準
ず
る

も
の
で
な
く
、
か
つ
、
申
請
前
に
当
該
居
住
安
定
援
助
賃
貸
住
宅
の
耐
震
改
修

（
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
二
十
三

号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
耐
震
改
修
を
い
う
。
第
十
条
第
一
号
ロ
⑵
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
工
事
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
工
事
の
完
了
後
に
耐
震
関
係
規
定
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
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れ
に
準
ず
る
も
の
と
な
る
と
き
は
、
当
該
工
事
の
計
画
の
概
要
を
記
載
し
た
書

面
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ　

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

基
本
方
針
の
う
ち
同
条
第
二
項
第
三
号
の
技
術
上
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項

に
基
づ
い
て
建
築
士
が
行
っ
た
耐
震
診
断
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
耐
震
診
断
を
い
う
。
）
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
書

ロ　

既
存
住
宅
（
建
設
工
事
の
完
了
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
住

宅
又
は
人
の
居
住
の
用
に
供
し
た
こ
と
の
あ
る
住
宅
を
い
う
。
ハ
及
び
次
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
の
建
設
住
宅
性
能
評
価
書

ハ　

既
存
住
宅
の
売
買
に
係
る
特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
十
九
条
第
二
号
の
保
険

契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

ニ　

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
住
宅
の
耐
震
性
に
関
す
る
書
類

七　

認
定
の
申
請
が
基
本
方
針
（
居
住
安
定
援
助
賃
貸
住
宅
が
市
町
村
賃
貸
住
宅

供
給
促
進
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
市
町
村
の
区
域
内
の
も
の
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
基
本
方
針
及
び
市
町
村
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
、
居
住
安
定
援
助

賃
貸
住
宅
が
都
道
府
県
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
都
道
府

県
の
区
域
（
当
該
市
町
村
の
区
域
を
除
く
。
）
内
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
基
本
方
針
及
び
都
道
府
県
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
。
第
三
十
五
条
第
一

項
第
十
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
誓

約
す
る
書
面

八　

そ
の
他
都
道
府
県
知
事
等
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
規
模
の
基
準
）

第
九
条　

法
第
四
十
一
条
第
一
号
（
法
第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

（
新
設
）

合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
各
戸
の
床
面
積
の

規
模
は
、
二
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

既
存
住
宅
で
あ
る
場
合
（
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）　

十
八
平
方
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メ
ー
ト
ル

二　

次
条
第
二
号
イ
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く

。
）　

十
八
平
方
メ
ー
ト
ル

三　

既
存
住
宅
で
あ
っ
て
次
条
第
二
号
イ
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合　

十
三
平

方
メ
ー
ト
ル

四　

居
間
、
食
堂
、
台
所
そ
の
他
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
を
賃
借
人
が
共
同

し
て
利
用
す
る
場
合　

国
土
交
通
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

（
構
造
及
び
設
備
の
基
準
）

第
十
条　

法
第
四
十
一
条
第
二
号
（
法
第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

（
新
設
）

合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一　

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ　

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
若
し
く
は
建
築
基
準
法

又
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
条
例
の
規
定
（
ロ

及
び

（１）

（２）

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
違
反
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

　

耐
震
関
係
規
定
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
こ

（１）
と
。

　

第
八
条
第
六
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
耐
震
改
修

（２）
の
工
事
の
完
了
後
に
お
い
て
耐
震
関
係
規
定
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ

に
準
ず
る
も
の
と
な
る
こ
と
。

二　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ　

各
戸
が
台
所
、
便
所
、
収
納
設
備
及
び
浴
室
又
は
シ
ャ
ワ
ー
室
を
備
え
た

も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
共
用
部
分
に
共
同
し
て
利
用
す
る
た
め
適
切

な
台
所
、
収
納
設
備
又
は
浴
室
若
し
く
は
シ
ャ
ワ
ー
室
を
備
え
る
こ
と
に
よ

り
、
各
居
住
部
分
に
備
え
る
場
合
と
同
等
以
上
の
居
住
環
境
が
確
保
さ
れ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
各
居
住
部
分
が
台
所
、
収
納
設
備
又
は
浴
室
若
し
く
は

シ
ャ
ワ
ー
室
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

ロ　

居
間
、
食
堂
、
台
所
そ
の
他
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
を
賃
借
人
が
共
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同
し
て
利
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
入
居
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
す
る
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
範
囲
の
基
準
）

第
十
一
条　

法
第
四
十
一
条
第
三
号
（
法
第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

（
新
設
）

場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
特
定

の
者
に
つ
い
て
不
当
に
差
別
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
、
入
居
を
受
け
入
れ
る
こ
と

と
す
る
者
が
著
し
く
少
数
と
な
る
も
の
で
な
い
こ
と
そ
の
他
の
住
宅
確
保
要
配
慮

者
の
入
居
を
不
当
に
制
限
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
専
用
戸
数
の
基
準
）

第
十
二
条　

法
第
四
十
一
条
第
四
号
（
法
第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

（
新
設
）

場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
は
、
一
戸
と

す
る
。

（
賃
貸
の
条
件
に
関
す
る
基
準
）

第
十
三
条　

法
第
四
十
一
条
第
五
号
（
法
第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

（
新
設
）

場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
居
住

安
定
援
助
賃
貸
住
宅
の
家
賃
の
額
が
、
近
傍
同
種
の
賃
貸
住
宅
の
家
賃
の
額
と
均

衡
を
失
し
な
い
よ
う
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
居
住
安
定
援
助
の
内
容
に
関
す
る
基
準
）

第
十
四
条　

法
第
四
十
一
条
第
六
号
（
法
第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

（
新
設
）

場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一　

日
常
生
活
を
営
む
の
に
援
助
を
必
要
と
す
る
住
宅
確
保
要
配
慮
者
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
要
援
助
者
」
と
い
う
。
）
に
居
住
安
定
援
助
を
提
供
す
る
場

合　

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
居
住
安
定
援
助
を
提
供
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

一
日
に
一
回
以
上
、
通
信
機
器
の
設
置
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
要
援
助
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者
の
安
否
の
確
認
（
第
二
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
「
安
否
確
認
」
と
い
う

。
）
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ　

一
月
に
一
回
以
上
、
要
援
助
者
へ
の
訪
問
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
当
該

要
援
助
者
の
心
身
及
び
生
活
の
状
況
の
把
握
（
第
二
十
九
条
第
一
項
に
お
い

て
「
見
守
り
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ハ　

福
祉
サ
ー
ビ
ス
へ
の
つ
な
ぎ
（
要
援
助
者
の
心
身
及
び
生
活
の
状
況
に
応

じ
た
利
用
可
能
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
適
切

に
実
施
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該
要
援
助
者
が
行
政
機
関
そ
の
他
福
祉
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
と
接
触
す
る
た
め
の
援
助
を
す
る
こ
と
を
い
う
。
第

二
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
。

二　

要
援
助
者
以
外
の
認
定
住
宅
入
居
者
に
居
住
安
定
援
助
を
提
供
す
る
場
合　

当
該
認
定
住
宅
入
居
者
の
心
身
の
状
況
、
希
望
そ
の
他
の
事
情
を
踏
ま
え
、
必

要
に
応
じ
て
、
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
居
住
安
定
援
助
に
準
ず
る
も
の

を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
居
住
安
定
援
助
の
提
供
の
条
件
の
基
準
）

第
十
五
条　

法
第
四
十
一
条
第
七
号
（
法
第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

（
新
設
）

場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
居
住

安
定
援
助
の
提
供
の
対
価
が
、
当
該
居
住
安
定
援
助
の
提
供
に
要
す
る
費
用
に
照

ら
し
て
不
当
に
高
い
も
の
で
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
都
道
府
県
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
で
定
め
る
事
項
）

第
十
六
条　

都
道
府
県
は
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に

（
新
設
）

従
い
、
市
町
村
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
市
町
村
の
区
域
以

外
の
区
域
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
で
、
第
九
条
及
び
第

十
条
第
二
号
の
基
準
を
強
化
し
、
又
は
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

都
道
府
県
は
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
い
、

市
町
村
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
市
町
村
の
区
域
以
外
の
区
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域
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
で
、
第
十
二
条
の
基
準
を
強

化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
市
町
村
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
で
定
め
る
事
項
）

第
十
七
条　

市
町
村
は
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従

（
新
設
）

い
、
市
町
村
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
で
、
第
九
条
及
び
第
十
条
第
二
号
の
基
準

を
強
化
し
、
又
は
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

市
町
村
は
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
い
、
市

町
村
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
で
、
第
十
二
条
の
基
準
を
強
化
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
居
住
安
定
援
助
賃
貸
住
宅
事
業
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
者
）

第
十
八
条　

法
第
四
十
二
条
第
五
号
（
法
第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

（
新
設
）

場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の

機
能
の
障
害
に
よ
り
居
住
安
定
援
助
賃
貸
住
宅
事
業
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て

必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る

。（
心
身
の
故
障
に
よ
り
認
知
等
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
た

場
合
の
届
出
）

第
十
九
条　

認
定
事
業
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
若
し
く
は
同
居
の
親
族
は
、
当
該

（
新
設
）

認
定
事
業
者
又
は
そ
の
法
第
四
十
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
法
定
代
理
人
、
同
条

第
七
号
に
規
定
す
る
役
員
若
し
く
は
次
条
に
規
定
す
る
使
用
人
が
精
神
の
機
能
の

障
害
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が

で
き
な
い
状
態
と
な
っ
た
と
き
は
、
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
届
出
書
に
、
病
名

、
障
害
の
程
度
、
病
因
、
病
後
の
経
過
、
治
癒
の
見
込
み
そ
の
他
参
考
と
な
る
所

見
を
記
載
し
た
医
師
の
診
断
書
を
添
え
、
こ
れ
を
都
道
府
県
知
事
等
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
使
用
人
）

第
二
十
条　

法
第
四
十
二
条
第
七
号
及
び
第
八
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
四
十
四

（
新
設
）

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
使
用
人
は
、
居
住
安
定
援
助
賃
貸
住
宅
事
業
に
関
し
事
務
所
の
代

表
者
で
あ
る
使
用
人
と
す
る
。

（
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な

変
更
等
）

第
二
十
一
条　

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一　

認
定
事
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
の
氏
名
の
変
更

二　

認
定
事
業
者
が
未
成
年
者
で
そ
の
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
そ
の
代
表
者
及
び
役
員
の
氏
名
の
変
更

三　

居
住
安
定
援
助
賃
貸
住
宅
の
名
称
の
変
更

四　

法
第
四
十
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
専
用
戸
数
の
増
加
に
係
る
変
更

五　

家
賃
、
敷
金
又
は
共
益
費
の
減
額
に
係
る
変
更

六　

居
住
安
定
援
助
の
対
価
の
減
額
に
係
る
変
更

七　

居
住
安
定
援
助
賃
貸
住
宅
へ
の
入
居
に
関
す
る
問
合
せ
を
受
け
る
た
め
の
連

絡
先
の
変
更

八　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
居
住
安
定
援
助
賃
貸
住
宅
事
業
の
実
施
に

支
障
が
な
い
と
都
道
府
県
知
事
等
が
認
め
る
変
更

２　

認
定
事
業
者
は
、
前
項
各
号
（
第
八
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
変
更
を
す
る
と

き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
等
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

認
定
番
号

二　

変
更
の
内
容

三　

変
更
予
定
年
月
日

（
居
住
安
定
援
助
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
二
十
二
条　

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
居
住
安
定
援
助
計
画
の
変
更
の
認
定
を
申

（
新
設
）
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請
し
よ
う
と
す
る
認
定
事
業
者
は
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府

県
知
事
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
居
住
安
定
援
助
計
画
の
変
更
が
添
付
書
類
の
変
更

を
伴
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
添
付
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
廃
止
の
届
出
等
）

第
二
十
三
条　

法
第
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
は
、
別
記
様
式

（
新
設
）

第
五
号
に
よ
る
届
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

都
道
府
県
知
事
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り

公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

認
定
事
業
者
が
個
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
氏
名
及
び
住
所
、
法
人
の
場

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

二　

認
定
番
号

三　

事
業
廃
止
の
年
月
日

（
地
位
の
承
継
の
承
認
の
申
請
）

第
二
十
四
条　

法
第
四
十
五
条
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
六

（
新
設
）

号
に
よ
る
申
請
書
に
、
地
位
の
承
継
の
事
実
を
証
す
る
書
類
（
次
条
に
お
い
て
「

証
明
書
類
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
写
し
を
添
え
て
、
都
道
府
県
知
事
等
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
位
の
承
継
の
承
認
の
通
知
）

第
二
十
五
条　

都
道
府
県
知
事
等
は
、
法
第
四
十
五
条
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
速

（
新
設
）

や
か
に
、
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
る
通
知
書
に
証
明
書
類
を
添
え
て
、
当
該
承
認

を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
居
住
安
定
援
助
を
行
う
場
合
に
お
け
る
契
約
締
結
前
の
書
面
の
交
付
及
び
説
明

）
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第
二
十
六
条　

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一　

居
住
安
定
援
助
の
提
供
の
条
件
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

二　

入
居
契
約
の
内
容
及
び
そ
の
締
結
の
条
件

（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
承
諾
に
関
す
る
手
続
等
）

第
二
十
七
条　

法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
承
諾
は
、
認
定
事
業
者
が
、
あ
ら
か
じ
め

（
新
設
）

、
当
該
承
諾
に
係
る
認
定
住
宅
に
入
居
し
よ
う
と
す
る
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対

し
同
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
に
用
い
る
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
次
条
の

規
定
に
よ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
た
上
で
、
当
該
住
宅
確
保
要
配
慮
者
か
ら
書
面

又
は
第
三
項
で
定
め
る
方
法
（
第
五
項
に
お
い
て
「
書
面
等
」
と
い
う
。
）
に
よ

っ
て
得
る
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
と
す
る
。

一　

次
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
認
定
事
業
者
が
使
用
す
る
も
の

二　

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

３　

第
一
項
の
承
諾
の
取
得
及
び
第
五
項
の
申
出
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一　

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ　

認
定
住
宅
に
入
居
し
よ
う
と
す
る
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
認
定
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
に
第
一
項
の
承
諾
又
は
第
五
項
の
申
出
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

承
諾
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
旨
を
送
信
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら

れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ　

認
定
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
た
前
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
電
気
通
信
回

線
を
通
じ
て
認
定
住
宅
に
入
居
し
よ
う
と
す
る
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
閲
覧

に
供
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
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を
記
録
す
る
方
法

二　

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ

て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計

算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
次

条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る

フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

４　

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
認
定
事
業
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す

る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

認
定
事
業
者
は
、
第
一
項
の
承
諾
を
得
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
承
諾
に
係

る
認
定
住
宅
に
入
居
し
よ
う
と
す
る
住
宅
確
保
要
配
慮
者
か
ら
書
面
等
に
よ
り
法

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の

申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
申
出
の
後
に
当
該
住
宅
確
保
要
配
慮
者
か
ら
再
び
第
一
項
の
承
諾

を
得
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
契
約
締
結
前
の
書
面
の
交
付
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
二
十
八
条　

法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一　

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ　

認
定
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
認
定
住
宅
入
居
者
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載
す

べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
送
信
し

、
当
該
認
定
住
宅
入
居
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信

者
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
当
該
認
定
住
宅
入
居
者
の
用
に
供
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
す
る
方
法

ロ　

認
定
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
認
定
住
宅
入
居
者
の
閲
覧

に
供
し
、
当
該
認
定
住
宅
入
居
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
当
該
認
定
住
宅
入
居
者
の
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録
す

る
方
法
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ハ　

認
定
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ

ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
認
定
住
宅
入
居
者

の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

二　

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た

も
の
を
交
付
す
る
方
法

２　

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一　

認
定
住
宅
入
居
者
が
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り

書
面
を
作
成
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二　

前
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
を
認
定
事
業
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録

し
た
旨
を
認
定
住
宅
入
居
者
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

当
該
認
定
住
宅
入
居
者
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三　

前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
記
載
事
項
を
認
定
事
業
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又

は
記
録
し
た
旨
を
認
定
住
宅
入
居
者
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た

だ
し
、
当
該
認
定
住
宅
入
居
者
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確

認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
帳
簿
）

第
二
十
九
条　

法
第
四
十
八
条
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

（
新
設
）

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一　

認
定
住
宅
に
入
居
す
る
全
て
の
者
の
氏
名
並
び
に
入
居
及
び
退
居
の
年
月
日

二　

居
住
安
定
援
助
の
提
供
の
対
価
及
び
提
供
の
条
件
に
関
す
る
事
項

三　

安
否
確
認
に
お
い
て
、
異
常
の
発
生
を
検
知
し
た
年
月
日
並
び
に
当
該
異
常

の
発
生
状
況
及
び
発
生
後
の
対
応

四　

見
守
り
を
行
っ
た
年
月
日
及
び
こ
れ
に
よ
り
把
握
し
た
認
定
住
宅
入
居
者
の

状
況

五　

福
祉
サ
ー
ビ
ス
へ
の
つ
な
ぎ
を
行
っ
た
年
月
日
及
び
当
該
福
祉
サ
ー
ビ
ス
へ
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の
つ
な
ぎ
の
内
容

六　

居
住
安
定
援
助
（
安
否
確
認
、
見
守
り
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
へ
の
つ
な
ぎ
を

除
く
。
）
を
提
供
し
た
年
月
日
及
び
そ
の
内
容

２　

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電

磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
認
定
事
業
者
に
お
い
て
電
子
計
算
機

そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も

っ
て
法
第
四
十
八
条
の
帳
簿
（
次
項
に
お
い
て
「
帳
簿
」
と
い
う
。
）
へ
の
記
載

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

認
定
事
業
者
は
、
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ

イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
）
を
各
事
業
年
度
の
末
日
を
も
っ
て
閉
鎖

す
る
も
の
と
し
、
閉
鎖
後
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
事
業
者
の
報
告
）

第
三
十
条　

法
第
四
十
九
条
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

（
新
設
）

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一　

法
第
四
十
六
条
、
第
四
十
八
条
、
第
五
十
条
及
び
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る

業
務
に
係
る
法
令
遵
守
の
状
況

二　

法
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る
認
定
計
画
（
次
項
及
び
第
三
十
四
条
に
お
い
て

「
認
定
計
画
」
と
い
う
。
）
の
内
容
と
現
況
と
の
間
の
相
違
等

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
都
道
府
県
知
事
等
が
必
要
と
認
め
る
事
項

２　

認
定
事
業
者
は
、
前
年
度
に
お
け
る
居
住
安
定
援
助
の
実
施
の
状
況
及
び
前
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
八
号
に
よ
る
報
告
書
を
認
定
計
画

ご
と
に
作
成
し
、
毎
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
都
道
府
県
知
事
等
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
専
用
賃
貸
住
宅
の
目
的
外
使
用
の
承
認
を
受
け
る
た
め
の
専
用
賃
貸
住
宅
の
入

居
者
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間
）

第
三
十
一
条　

法
第
五
十
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

（
新
設
）

期
間
は
、
三
月
と
す
る
。
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（
専
用
賃
貸
住
宅
の
目
的
外
使
用
の
承
認
の
申
請
）

第
三
十
二
条　

法
第
五
十
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式

（
新
設
）

第
九
号
に
よ
る
申
請
書
を
、
都
道
府
県
知
事
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
専
用
賃
貸
住
宅
の
目
的
外
使
用
の
賃
貸
借
の
期
間
）

第
三
十
三
条　

法
第
五
十
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

（
新
設
）

期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
公
示
）

第
三
十
四
条　

認
定
事
業
者
は
、
認
定
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
（
法
第
四
十
条
第

（
新
設
）

二
項
第
一
号
、
第
二
号
（
認
定
住
宅
の
存
す
る
市
町
村
の
名
称
に
限
る
。
）
、
第

三
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
並
び
に
第
七
条
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
限

る
。
）
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
事
業
者
の
遵
守
す
べ
き
事
項
）

第
三
十
五
条　

法
第
五
十
一
条
の
認
定
事
業
者
の
遵
守
す
べ
き
事
項
は
、
次
に
掲
げ

（
新
設
）

る
も
の
と
す
る
。

一　

居
住
安
定
援
助
賃
貸
住
宅
事
業
の
業
務
に
関
し
て
広
告
を
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
表
示
に
つ
い
て
の
方
法

を
遵
守
す
る
こ
と
。

二　

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
住
宅
入
居
者
に
対
し
て
説
明

し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
認
定
住
宅
入
居
者
に
対
し
、
そ
の

変
更
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
て
説
明
す
る
こ
と
。

三　

自
ら
管
理
す
る
認
定
住
宅
を
良
好
な
状
態
に
保
つ
よ
う
に
維
持
し
、
修
繕
し

、
も
っ
て
認
定
住
宅
入
居
者
の
居
住
の
安
定
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ

う
に
努
め
る
こ
と
。

四　

福
祉
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
事
業
を
実
施
す
る
者

（
次
号
に
お
い
て
「
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
事
業
者
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
従
業

者
に
対
し
て
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
者
又
は
そ
の
家
族
に
当
該
認
定
事
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業
者
を
紹
介
す
る
こ
と
の
対
償
と
し
て
、
金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
供

与
し
な
い
こ
と
。

五　

福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
事
業
者
又
は
そ
の
従
業
者
か
ら
、
認
定
住
宅
入
居
者
又
は

そ
の
家
族
を
紹
介
す
る
こ
と
の
対
償
と
し
て
、
金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益

を
収
受
し
な
い
こ
と
。

六　

認
定
住
宅
に
お
い
て
提
供
す
る
居
住
安
定
援
助
に
つ
い
て
、
特
定
の
認
定
住

宅
入
居
者
に
対
し
て
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
し
な
い
こ
と
。

七　

認
定
住
宅
入
居
者
が
安
心
し
て
生
き
生
き
と
明
る
く
生
活
で
き
る
よ
う
、
当

該
認
定
住
宅
入
居
者
に
対
し
、
提
供
で
き
る
居
住
安
定
援
助
の
内
容
そ
の
他
認

定
住
宅
に
関
し
必
要
な
情
報
の
提
供
を
行
い
、
そ
の
心
身
の
状
況
や
希
望
に
応

じ
た
居
住
安
定
援
助
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
生
き
が
い
を
も
っ
て
生
活
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
の
機
会
を
適
切
に
提
供
す
る
等
認
定
住
宅
入
居
者
の
居
住

の
安
定
を
図
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

八　

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保
に
配
慮
し
た
運
営
を
行
う
こ
と
。

九　

認
定
住
宅
入
居
者
に
対
す
る
居
住
安
定
援
助
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
懇
切

丁
寧
に
行
う
こ
と
を
旨
と
し
、
当
該
認
定
住
宅
入
居
者
に
対
し
、
当
該
居
住
安

定
援
助
の
提
供
を
行
う
上
で
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
理
解
し
や
す
い
よ
う
に

説
明
を
行
う
こ
と
。

十　

正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
認
定
住
宅
入
居
者
の
秘
密
を

漏
ら
さ
な
い
こ
と
。

十
一　

認
定
事
業
者
の
職
員
で
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務

上
知
り
得
た
認
定
住
宅
入
居
者
の
秘
密
を
漏
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な

措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

十
二　

そ
の
他
基
本
方
針
に
照
ら
し
て
適
切
な
業
務
を
行
う
こ
と
。

２　

認
定
事
業
者
は
、
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
認
定

住
宅
入
居
者
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に

よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
事
業
者
は
、

当
該
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３　

第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
認
定
住
宅
に
入
居
し
よ
う
と
す
る
住
宅
確
保
要
配
慮
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者
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
住
宅
入
居
者
」
と
、
同
条
第
一
項
及
び
第
五
項
中
「
法

第
四
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
と
、
「
当
該
住
宅

確
保
要
配
慮
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
認
定
住
宅
入
居
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

（
認
定
事
業
者
の
要
件
）

第
三
十
六
条　

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一　

支
援
協
議
会
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
。

二　

支
援
法
人
で
あ
る
こ
と
。

三　

賃
貸
住
宅
の
管
理
業
務
等
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
登
録

を
受
け
て
い
る
こ
と
。

四　

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
三
号
）
第
二
十
条
第
二
号
の

登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

五　

支
援
協
議
会
の
構
成
員
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
団
体
の
構

成
員
で
あ
る
こ
と
。

六　

前
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
共
同
し
て
居
住
安
定
援
助
賃
貸
住
宅

事
業
を
実
施
す
る
賃
貸
人
で
あ
る
こ
と
。

七　

第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
認
定
住
宅

の
う
ち
、
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
同
項
に
規
定
す

る
被
保
護
認
定
住
宅
入
居
者
が
入
居
す
る
も
の
の
管
理
を
委
託
し
て
い
る
こ
と

。
（
通
知
の
方
法
）

第
三
十
七
条　

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
号

（
新
設
）

に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
通
知
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
保
護
の
実
施
機
関
が
次
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
証
明
す
べ
き
事
実
を
公
簿

等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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一　

当
該
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
前
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

二　

賃
貸
借
契
約
書
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

（
情
報
の
公
示
）

第
三
十
八
条　

都
道
府
県
知
事
等
は
、
法
第
五
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

（
新
設
）

に
よ
り
法
第
四
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は

、
そ
の
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章　

住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
法
人

（
新
設
）

（
支
援
法
人
に
係
る
指
定
の
申
請
）

第
三
十
九
条　

法
第
六
十
条
第
一
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で

（
新
設
）

定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一　

支
援
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

二　

支
援
業
務
に
関
す
る
問
合
せ
を
受
け
る
た
め
の
連
絡
先

（
支
援
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
の
記
載
事
項
）

第
四
十
条　

法
第
六
十
条
第
二
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定

（
新
設
）

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一　

組
織
、
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項

二　

支
援
業
務
の
概
要
及
び
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

三　

地
方
公
共
団
体
並
び
に
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
民
間
賃
貸
住
宅
へ
の
円
滑
な

入
居
の
促
進
に
資
す
る
活
動
を
行
う
者
及
び
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
福
祉
に
関

す
る
活
動
を
行
う
者
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項

四　

支
援
業
務
に
係
る
人
材
の
確
保
及
び
資
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項

２　

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
支
援
業
務
の
概
要
及
び
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項
は

、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
か
ら
対
価
を
得
て
支
援
業
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
支
援
業
務
の
内
容
、
対
価
及
び
提
供
の
条
件
に
関
す
る
事
項
を
含
む
も
の
で
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
）

第
四
十
一
条　

法
第
六
十
条
第
二
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で

（
新
設
）

定
め
る
書
類
は
、
当
該
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る

財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
（
当
該
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ

た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
）
と
す
る
。

２　

法
第
六
十
条
第
二
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書

類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一　

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）

二　

当
該
申
請
に
係
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

三　

役
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類

四　

現
に
行
っ
て
い
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

五　

そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
公
示
）

第
四
十
二
条　

支
援
法
人
は
、
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け

（
新
設
）

た
と
き
は
、
法
第
六
十
条
第
二
項
第
一
号
の
支
援
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（

次
条
に
お
い
て
「
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
）

第
四
十
三
条　

支
援
法
人
は
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
六
十

（
新
設
）

条
第
一
項
第
一
号
の
種
別
を
変
更
し
て
新
た
に
法
第
六
十
二
条
第
一
号
又
は
第
五

号
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
債
務
保
証
業
務
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
た
め
の
認

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
六
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら

第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
行
う
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
記
載
し
た
認
可

申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
認
可
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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。一　

実
施
計
画
（
新
た
に
行
う
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）

二　

当
該
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
及

び
貸
借
対
照
表
（
当
該
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
）

三　

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）

四　

当
該
申
請
に
係
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

五　

役
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類

六　

現
に
行
っ
て
い
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

七　

そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

３　

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
支
援
法
人
が
次
の
各
号
に

掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
可
を
す

る
も
の
と
す
る
。

一　

実
施
計
画
が
、
債
務
保
証
業
務
等
の
適
確
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で

あ
る
こ
と
。

二　

実
施
計
画
を
適
確
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
及
び
技
術
的
な
基
礎
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三　

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の

供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
知
識
及
び
能

力
並
び
に
財
産
的
な
基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四　

支
援
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と

に
よ
っ
て
債
務
保
証
業
務
等
の
公
正
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
。

五　

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
債
務
保
証
業
務
等
を
公
正
か
つ
適
確
に
行

う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

４　

支
援
法
人
は
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
実
施
計
画

に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り

公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
法
第
六
十
一
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な

変
更
）

第
四
十
四
条　

法
第
六
十
一
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
軽
微
な
変
更
は
、
法
第
六
十
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
と

す
る
。

（
事
業
計
画
の
記
載
事
項
等
）

第
四
十
五
条　

法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
支
援
業
務
に
係
る
事
業
計
画
は
、
第
四
十

（
新
設
）

条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
各
事
業
年
度
に
お
け

る
計
画
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

支
援
法
人
は
、
法
第
六
十
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
支
援
業
務
に
係
る

事
業
計
画
又
は
収
支
予
算
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し

よ
う
と
す
る
事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

支
援
法
人
は
、
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
可

に
係
る
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適

切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
報
告
書
等
の
提
出
）

第
四
十
六
条　

法
第
六
十
五
条
第
二
項
の
支
援
業
務
に
係
る
事
業
報
告
書
は
、
第
四

（
新
設
）

十
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
各
事
業
年
度
に
お

け
る
実
施
状
況
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

支
援
法
人
は
、
法
第
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
援
業
務
に
係
る
事
業

報
告
書
及
び
収
支
決
算
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
区
分
経
理
の
方
法
）

第
四
十
七
条　

支
援
法
人
は
、
法
第
六
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を

（
新
設
）

区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

支
援
法
人
は
、
法
第
六
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
二
以
上
の
業
務
に
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関
連
す
る
収
入
及
び
費
用
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
基
準
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務

に
配
分
し
て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
）

第
四
十
八
条　

法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
支
援
業
務
に
関
す
る
事
項
で
国
土
交
通
省

（
新
設
）

令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一　

債
務
保
証
業
務
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ　

保
証
契
約
等
（
保
証
委
託
契
約
（
支
援
法
人
が
賃
借
人
で
あ
る
登
録
住
宅

入
居
者
（
法
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
登
録
住
宅
入
居
者
を
い
う
。
以

下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
締
結
す
る
契
約
で
あ
っ
て
、
当
該
支
援
法

人
が
当
該
登
録
住
宅
入
居
者
の
家
賃
債
務
を
保
証
す
る
こ
と
を
当
該
登
録
住

宅
入
居
者
が
委
託
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第

一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
保
証
契
約
（
支
援
法
人
が
賃
借
人
で
あ
る
登

録
住
宅
入
居
者
の
委
託
を
受
け
て
賃
貸
人
と
締
結
す
る
契
約
で
あ
っ
て
、
当

該
支
援
法
人
が
当
該
登
録
住
宅
入
居
者
の
家
賃
債
務
を
保
証
す
る
こ
と
を
内

容
と
す
る
も
の
を
い
う
。
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及

び
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

ロ　

保
証
契
約
等
を
締
結
し
た
年
月
日

ハ　

保
証
契
約
等
の
期
間

ニ　

保
証
契
約
等
の
内
容

ホ　

保
証
契
約
に
基
づ
く
債
務
の
弁
済
（
ヘ
及
び
次
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い

て
「
弁
済
」
と
い
う
。
）
を
し
た
金
額
及
び
年
月
日

ヘ　

弁
済
に
係
る
求
償
（
次
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
「
求
償
」
と
い
う
。

）
を
し
た
金
額
及
び
年
月
日

ト　

そ
の
他
保
証
契
約
等
に
関
し
必
要
な
事
項

二　

残
置
物
処
理
等
業
務
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ　

残
置
物
処
理
等
業
務
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

ロ　

残
置
物
処
理
等
業
務
を
行
っ
た
年
月
日

ハ　

残
置
物
処
理
等
業
務
の
内
容

ニ　

残
置
物
処
理
等
業
務
に
関
す
る
費
用
の
請
求
そ
の
他
金
銭
の
授
受
に
係
る
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事
項

ホ　

そ
の
他
残
置
物
処
理
等
業
務
に
関
し
必
要
な
事
項

三　

債
務
保
証
業
務
等
を
行
う
場
合
を
除
く
ほ
か
、
支
援
業
務
（
住
宅
確
保
要
配

慮
者
か
ら
対
価
を
得
て
当
該
支
援
業
務
を
行
う
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ　

当
該
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
氏
名
及
び
住
所

ロ　

支
援
業
務
を
行
っ
た
年
月
日

ハ　

支
援
業
務
の
内
容

ニ　

支
援
業
務
の
対
価
及
び
提
供
の
条
件
に
関
す
る
事
項

２　

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁

気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
支
援
法
人
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の

他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
っ
て

法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
帳
簿
（
次
項
に
お
い
て
「
帳
簿
」
と
い
う
。
）
へ
の
記

載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

支
援
法
人
は
、
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ

ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
含
む
。
）
を
、
当
該
帳
簿
に
記
載
し
た
支
援
業
務
に
係

る
契
約
の
終
了
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
書
類
の
保
存
）

第
四
十
九
条　

法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
支
援
業
務
に
関
す
る
書
類
で
国
土
交
通
省

（
新
設
）

令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
写
し

と
す
る
。

一　

保
証
委
託
契
約
の
申
請
に
係
る
書
類

二　

保
証
契
約
等
に
係
る
書
類

三　

弁
済
に
係
る
書
類

四　

求
償
に
係
る
書
類

五　

住
宅
確
保
要
配
慮
者
と
の
間
で
締
結
し
た
残
置
物
処
理
等
業
務
に
係
る
契
約

に
係
る
書
類

六　

残
置
物
処
理
等
業
務
に
係
る
法
第
六
十
二
条
第
五
号
の
賃
貸
借
契
約
の
解
除
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に
係
る
書
類

七　

残
置
物
処
理
等
業
務
に
係
る
法
第
六
十
二
条
第
五
号
の
動
産
の
保
管
、
処
分

そ
の
他
の
処
理
に
係
る
書
類

八　

残
置
物
処
理
等
業
務
に
要
し
た
費
用
の
請
求
そ
の
他
金
銭
の
授
受
に
係
る
書

類

２　

前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁

気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
支
援
法
人
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の

他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
又
は

磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
っ
て
当
該
書
類
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

支
援
法
人
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行

わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
含
む
。
）
を
、
債
務
保
証
業
務

等
に
係
る
契
約
の
終
了
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
道
府
県
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
の
作
成
等
の
提
案
）

第
五
十
条　

法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
賃
貸
住
宅
供
給
促
進

（
新
設
）

計
画
の
作
成
又
は
変
更
の
提
案
を
行
お
う
と
す
る
支
援
法
人
は
、
そ
の
名
称
又
は

商
号
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
提
案
書
に
当
該
提
案
に
係
る
都

道
府
県
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
の
素
案
を
添
え
て
、
都
道
府
県
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
市
町
村
に
対
す
る
市
町
村
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
計
画
の
作
成

又
は
変
更
の
提
案
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
七

十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
七
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
様
式
第
一
号
の
次
に
次
の
九
様
式
を
加
え
る
。

              



- 31 -



- 32 -



- 33 -



- 34 -



- 35 -



- 36 -



- 37 -



- 38 -



- 39 -



- 40 -



- 41 -

              



- 42 -



- 43 -



- 44 -



- 45 -



- 46 -



- 47 -



- 48 -



- 49 -



- 50 -



- 51 -



- 52 -



- 53 -



- 54 -

               



- 55 -

 
（
国
土
交
通
省
・
厚
生
労
働
省
関
係
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

 

第
二
条　

国
土
交
通
省
・
厚
生
労
働
省
関
係
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年

 

厚
生
労
働
省
 

　
　
　
　
　

令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

国
土
交
通
省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。

）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対

 

象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

 
 

（
高
齢
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
事
業
）

（
高
齢
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
事
業
）

第
一
条　

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い

第
一
条　

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い

う
。
）
第
一
条
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、

う
。
）
第
一
条
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二　

（
略
）

一
・
二　

（
略
）

三　

状
況
把
握
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業

三　

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

五
条
第
一
項
の
状
況
把
握
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
単
に
「
状
況
把
握
サ
ー
ビ
ス
」
と

い
う
。
）
を
提
供
す
る
事
業

四　

（
略
）

四　

（
略
）

五　

生
活
相
談
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業

五　

法
第
五
条
第
一
項
の
生
活
相
談
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
単
に
「
生
活
相
談
サ
ー
ビ

ス
」
と
い
う
。
）
を
提
供
す
る
事
業

六
・
七　

（
略
）

六
・
七　

（
略
）

 
 

（
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
）

（
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
）

第
二
条　

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
二
条　

法
第
四
条
第
六
項
（
法
第
四
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

第
四
条
第
六
項
（
同
条
第
八
項
及
び
法
第
四
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
都
道
府
県
高

場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
都
道

齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
（
法
第
四
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に

府
県
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
（
法
第
四
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

あ
っ
て
は
、
市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
）
の
案
及
び
当
該
案
に
対
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
）
の
案
及
び
当
該
案
に

住
民
の
意
見
の
提
出
方
法
、
提
出
期
限
、
提
出
先
そ
の
他
住
民
の
意
見
の
提
出
に

対
す
る
住
民
の
意
見
の
提
出
方
法
、
提
出
期
限
、
提
出
先
そ
の
他
住
民
の
意
見
の

必
要
な
事
項
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
、
印
刷
物
の
配
布
そ
の
他
適
切
な
手

提
出
に
必
要
な
事
項
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
、
印
刷
物
の
配
布
そ
の
他
適

段
に
よ
り
住
民
に
周
知
す
る
方
法
と
す
る
。

切
な
手
段
に
よ
り
住
民
に
周
知
す
る
方
法
と
す
る
。

 
 

（
年
齢
そ
の
他
の
要
件
）

（
年
齢
そ
の
他
の
要
件
）

第
三
条　

法
第
五
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
年
齢
そ

第
三
条　

法
第
五
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
年
齢
そ

の
他
の
要
件
は
、
六
十
歳
以
上
の
者
又
は
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二

の
他
の
要
件
は
、
六
十
歳
以
上
の
者
又
は
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二

十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
認
定
（
第
二
号
に
お
い
て
「
要

十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
認
定
（
以
下
単
に
「
要
介
護
認
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介
護
認
定
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
支
援
認
定
（
同

定
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
支
援
認
定
（
以
下
単
に

号
に
お
い
て
「
要
支
援
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
六
十
歳
未
満
の
者
（

「
要
支
援
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
六
十
歳
未
満
の
者
（
地
域
再
生
法

地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
七
第
一
項
に
規
定

（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
市

す
る
認
定
市
町
村
が
、
同
法
第
十
七
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
生
涯
活
躍

町
村
が
、
同
法
第
十
七
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成

の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

事
業
計
画
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従

る
基
準
に
従
い
、
当
該
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同
法
第
五
条
第
四
項
第
十
号
に
規
定

い
、
当
該
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同
法
第
五
条
第
四
項
第
十
号
に
規
定
す
る
生
涯
活

す
る
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
地
域
の
区
域
内
の
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅

躍
の
ま
ち
形
成
地
域
の
区
域
内
の
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
の
入
居
者
に

の
入
居
者
に
つ
い
て
要
件
を
別
に
定
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
要
件
に
該
当

つ
い
て
要
件
を
別
に
定
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
要
件
に
該
当
す
る
者
を
含

す
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

む
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と

で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

と
す
る
。

一
・
二　

（
略
）

一
・
二　

（
略
）

 
 

（
登
録
申
請
書
の
記
載
事
項
）

（
登
録
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
六
条　

法
第
六
条
第
一
項
第
十
五
号
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

第
六
条　

法
第
六
条
第
一
項
第
十
五
号
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二　

（
略
）

一
・
二　

（
略
）

三　

入
居
契
約
の
形
態

三　

法
第
六
条
第
一
項
第
十
二
号
の
入
居
契
約
（
以
下
単
に
「
入
居
契
約
」
と
い

う
。
）
の
形
態

四　

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
若
し
く
は
高
齢
者
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の

四　

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
若
し
く
は
高
齢
者
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
の
用
に
供
す
る
た
め
の
施
設
又
は
こ
れ
ら
の
存
す
る
土
地
に
関
す
る
権
利

提
供
の
用
に
供
す
る
た
め
の
施
設
又
は
こ
れ
ら
の
存
す
る
土
地
（
以
下
「
サ
ー

の
種
別
及
び
内
容

ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
権
利
の
種
別
及
び
内

容

五
～
七　

（
略
）

五
～
七　

（
略
）

八　

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
事
業
に
係
る
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
認

八　

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
事
業
に
係
る
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
認

可
及
び
法
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
有
無

可
の
有
無

九　

（
略
）

九　

（
略
）

十　

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
の
敷
地
又
は
当
該
敷
地
に
隣
接
す
る
土
地

十　

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
の
敷
地
又
は
当
該
敷
地
に
隣
接
す
る
土
地

に
存
す
る
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
高
齢
者
居
宅
生
活
支
援
事

に
存
す
る
高
齢
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
の
施
設
（
以
下
「

業
の
用
に
供
す
る
た
め
の
施
設
の
名
称
、
位
置
及
び
種
類

高
齢
者
居
宅
生
活
支
援
施
設
」
と
い
う
。
）
の
名
称
、
位
置
及
び
種
類

十
一
～
十
六　

（
略
）

十
一
～
十
六　

（
略
）
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（
加
齢
対
応
構
造
等
の
基
準
）

（
加
齢
対
応
構
造
等
の
基
準
）

第
十
条　

法
第
七
条
第
一
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
十
条　

法
第
七
条
第
一
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

基
準
は
、
既
存
の
建
物
の
改
良
（
用
途
の
変
更
を
伴
う
も
の
を
含
む
。
）
に
よ
り

基
準
は
、
既
存
の
建
物
の
改
良
（
用
途
の
変
更
を
伴
う
も
の
を
含
む
。
）
に
よ
り

整
備
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
登
録

整
備
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
登
録

が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
建
築
材
料
又
は
構
造
方
法
に
よ
り
、
法
第
五
十
七

が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
建
築
材
料
又
は
構
造
方
法
に
よ
り
、
法
第
五
十
四

条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と

条
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認

認
め
ら
れ
る
加
齢
対
応
構
造
等
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲

め
ら
れ
る
加
齢
対
応
構
造
等
で
あ
る
構
造
及
び
設
備
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
も
の

げ
る
も
の
と
す
る
。

で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一　

（
略
）

一　

（
略
）

二　

居
住
部
分
内
の
階
段
の
各
部
の
寸
法
は
、
次
の
各
式
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

二　

居
住
部
分
内
の
階
段
の
各
部
の
寸
法
は
、
次
の
各
式
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

 
 

≧
≧

1
9
.
5

1
9
.
5

Ｔ
Ｔ

 
 

 

　

 2
2

 

　

 
2
2

Ｒ
Ｒ

≦
≦

 
 

 
 

 
 

Ｔ
Ｔ

 

　

 
2
1

 

　

 
2
1

5
5

＋

6
5

55

＋

6
5

≦
Ｔ

２
Ｒ
≦

≦
Ｔ

２
Ｒ
≦

 

（
Ｔ
及
び
Ｒ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。
次
号
に
お
い
て

（
Ｔ
及
び
Ｒ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。
以
下
同
じ
。

 
 

同
じ
。

Ｔ　

踏
面
の
寸
法
（
単
位　

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

Ｔ　

踏
面
の
寸
法
（
単
位　

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

Ｒ　

け
あ
げ
の
寸
法
（
単
位　

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
）

 

Ｒ　

け
あ
げ
の
寸
法
（
単
位　

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
）

三
～
五　

（
略
）

三
～
五　

（
略
）

 
 

（
家
賃
等
の
前
払
金
の
返
還
方
法
）

（
家
賃
等
の
前
払
金
の
返
還
方
法
）

第
十
二
条　

法
第
七
条
第
一
項
第
六
号
ホ
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定

第
十
二
条　

法
第
七
条
第
一
項
第
六
号
ホ
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定

 
 

め
る
一
定
の
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

め
る
一
定
の
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

 
 

一　

（
略
）

一　

（
略
）

二　

入
居
者
の
入
居
後
、
家
賃
等
の
前
払
金
の
算
定
の
基
礎
（
法
第
七
条
第
一
項

二　

入
居
者
の
入
居
後
、
法
第
七
条
第
一
項
第
六
号
ニ
の
家
賃
等
の
前
払
金
の
算

第
六
号
ニ
の
家
賃
等
の
前
払
金
の
算
定
の
基
礎
を
い
う
。
）
と
し
て
想
定
し
た

定
の
基
礎
と
し
て
想
定
し
た
入
居
者
が
入
居
す
る
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
の
間

入
居
者
が
入
居
す
る
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
契
約
が
解
除
さ
れ
、
又
は

に
契
約
が
解
除
さ
れ
、
又
は
入
居
者
の
死
亡
に
よ
り
終
了
し
た
場
合
（
前
号
の

入
居
者
の
死
亡
に
よ
り
終
了
し
た
場
合
（
前
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）

場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
期
間
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に
あ
っ
て
は
、
当
該
期
間

２　

法
第
七
条
第
一
項
第
六
号
ホ
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方

２　

法
第
七
条
第
一
項
第
六
号
ホ
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方

法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一　

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
六
条
第
一
項
第
十
二
号
の

一　

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
六
条
第
一
項
第
十
二
号
の

家
賃
等
（
以
下
「
家
賃
等
」
と
い
う
。
）
の
月
額
を
三
十
で
除
し
た
額
に
、
入

家
賃
等
（
以
下
単
に
「
家
賃
等
」
と
い
う
。
）
の
月
額
を
三
十
で
除
し
た
額
に

居
の
日
か
ら
起
算
し
て
契
約
が
解
除
さ
れ
、
又
は
入
居
者
の
死
亡
に
よ
り
終
了

、
入
居
の
日
か
ら
起
算
し
て
契
約
が
解
除
さ
れ
、
又
は
入
居
者
の
死
亡
に
よ
り

し
た
日
ま
で
の
日
数
を
乗
じ
る
方
法

終
了
し
た
日
ま
で
の
日
数
を
乗
じ
る
方
法

二　

（
略
）

二　

（
略
）

 
 

（
帳
簿
）

（
帳
簿
）

第
二
十
一
条　

（
略
）

第
二
十
一
条　

（
略
）

２　

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電

２　

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電

磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
登
録
事
業
者
に
お
い
て
電
子
計
算
機

磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
登
録
事
業
者
に
お
い
て
電
子
計
算
機

そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も

そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も

っ
て
法
第
十
九
条
の
帳
簿
（
次
項
に
お
い
て
「
帳
簿
」
と
い
う
。
）
へ
の
記
載
に

っ
て
法
第
十
九
条
の
帳
簿
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
帳
簿
」
と
い
う
。
）
へ
の
記

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

（
略
）

３　

（
略
）

（
登
録
住
宅
の
目
的
外
使
用
の
承
認
を
受
け
る
た
め
の
登
録
住
宅
の
入
居
者
を
確

保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間
）

第
二
十
二
条　

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定

（
新
設
）

め
る
期
間
は
、
三
月
と
す
る
。

（
登
録
住
宅
の
目
的
外
使
用
の
承
認
の
申
請
）

第
二
十
三
条　

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記

（
新
設
）

様
式
第
三
号
に
よ
る
申
請
書
を
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。（
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
居
住
の
安
定
の
確
保
を
図
る
た
め
の
援
助
を
適
確
に
実

施
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
）
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第
二
十
四
条　

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定

（
新
設
）

め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一　

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
二
号
。
第
三
号
に
お
い
て
「
住
宅
確
保
要
配
慮
者
法

」
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支

援
法
人

二　

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す

る
社
会
福
祉
法
人

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
法
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
居
住
の
安
定
の
確
保
を
図
る
た
め
の
援
助
を
適

確
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
者

（
登
録
住
宅
の
目
的
外
使
用
の
賃
貸
借
の
期
間
）

第
二
十
五
条　

法
第
十
九
条
の
二
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定

（
新
設
）

め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

第
二
十
六
条　

（
略
）

第
二
十
二
条　

（
略
）

 
 

（
公
告
の
方
法
）

（
公
告
の
方
法
）

第
二
十
七
条　

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
都
道
府
県
（
地
方

第
二
十
三
条　

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
都
道
府
県
（
地
方

自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項

自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項

の
指
定
都
市
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
に
お
い
て

の
指
定
都
市
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
に
お
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
指
定
都
市
又
は
中
核
市
（
第
三
十
四
条
に
お
い
て
「
指
定
都
市
等

は
、
そ
れ
ぞ
れ
指
定
都
市
又
は
中
核
市
（
以
下
「
指
定
都
市
等
」
と
い
う
。
）
）

」
と
い
う
。
）
）
の
公
報
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

の
公
報
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
八
条
～
第
三
十
条　

（
略
）

第
二
十
四
条
～
第
二
十
五
条　

（
略
）

 
 

（
帳
簿
）

（
帳
簿
）

第
三
十
一
条　

（
略
）

第
二
十
六
条　

（
略
）

２　

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電

２　

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
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磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
指
定
登
録
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算

磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
指
定
登
録
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算

機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を

機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を

も
っ
て
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
帳
簿
（
次
項
に
お
い
て
「
帳
簿
」
と
い
う
。
）

も
っ
て
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
帳
簿
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
帳
簿
」
と
い
う

へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

。
）
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

（
略
）

３　

（
略
）

第
三
十
二
条
～
第
三
十
四
条　

（
略
）

第
二
十
七
条
～
第
二
十
九
条　

（
略
）

 
 

別
記
様
式
第
一
号

第
四
条
関
係

別
記
様
式
第
一
号

第
四
条
関
係

（

）

（

）

 
 

（

）

（

）

略
略

 
 

別
紙

別
紙

　

（

）

　

（

）

１
４

略
１

４
略

．
．

．
．

～
～

５
サ

ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
の
入
居
契
約

入
居
者
資
格
及
び
入
居
開
始

５
サ

ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
の
入
居
契
約

入
居
者
資
格
及
び
入
居
開
始

．
、

．
、

ー

ー

（

）

（

）

時
期

居
住
の
用
に
供
す
る
前
で
あ
る
場
合

時
期

居
住
の
用
に
供
す
る
前
で
あ
る
場
合

（

）

（

）

（

）

（

）

略
略

略
略

 
 
 

終
身
賃
貸
事
業
者

法
第

条
第
１
項
の
認
可
を
受
け
て
い
る

終
身
賃
貸
事
業
者

□　

5
2

 
 

 

□　

5
2

法
第

条
の
認
可
を
受
け
て
い
る

の
事
業
の
認
可
等

法
第

条
第
２
項
の
届
出
を
し
て
い
る

の
事
業
の
認
可

□　

5
7

（

）

（

）

（

）

（

）

略
略

略
略

 
 

（

）

（

）

略
略

12

　

（

）

12

　

（

）

６
略

６
略

．
．

．
．

～
～

　

（

）

　

（

）

別
添
１

別
添
５

略
別
添
１

別
添
５

略
～

～

（

）

（

）

別
記
様
式
第
三
号

第
二
十
三
条
関
係

新
設
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（
公
営
住
宅
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
事
業
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

 

厚
生
省

 

第
三
条　

公
営
住
宅
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
事
業
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
八
年　
　
　

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次

 

建
設
省

 

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

 

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

 
 

（
公
営
住
宅
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
事
業
）

（
公
営
住
宅
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
事
業
）

第
一
条　

公
営
住
宅
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

第
一
条　

公
営
住
宅
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
と
す

る
厚
生
労
働
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
と
す

る
。

る
。

一
・
二　

（
略
）

一
・
二　

（
略
）

三　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（

三　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活

援
助
（
次
条
に
お
い
て
「
共
同
生
活
援
助
」
と
い
う
。
）
を
行
う
事
業

援
助
（
次
条
に
お
い
て
「
共
同
生
活
援
助
」
と
い
う
。
）
を
行
う
事
業

四　

（
略
）

四　

（
略
）

五　

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（

（
新
設
）

平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
住
宅
確
保
要
配
慮
者
円

滑
入
居
賃
貸
住
宅
事
業
又
は
同
法
第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
安
定
援

助
賃
貸
住
宅
事
業

六　

（
略
）

五　

（
略
）

 
 

（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
者
）

（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
者
）

第
二
条　

法
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で

第
二
条　

法
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
～
七　

（
略
）

一
～
七　

（
略
）

八　

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第

（
新
設
）

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
事
業
者
又
は
同
法
第
四
十
四
条
第
三
項
に
規

定
す
る
認
定
事
業
者
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附　

則

 

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施

 

行
す
る
。

 

（
準
備
行
為
）

第
二
条　

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以

下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
、
そ
の
認
可
及
び
公
示

並
び
に
こ
れ
ら
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
国
土
交
通
省
・
厚
生
労
働
省
関
係
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る

 

法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
土
交
通
省
・
厚
生
労
働
省
関
係
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行

 

規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸

住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
指

定
さ
れ
た
支
援
法
人
（
次
条
に
お
い
て
「
現
支
援
法
人
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
遅
滞

な
く
、
新
規
則
第
三
十
九
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。

第
四
条　

現
支
援
法
人
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸

住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
及

び
収
支
予
算
（
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る
旧
法
第
四
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
支
援
業
務
（
次
条
に

お
い
て
「
現
支
援
業
務
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
降
も
引
き
続
き
行
わ
れ
る
も
の
に
係

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
事
業
計
画
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
新
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
都
道
府
県
知
事
の
認
可
の
申
請
（
次
項
に
お
い
て
「
認
可
申
請
」
と
い
う
。
）
に
係
る
新
規
則
第
四
十
五

条
第
一
項
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
最
初
に
開
始
す
る
事
業
年
度
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
令
和

 

八
年
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
係
る
事
業
計
画
等
か
ら
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

現
支
援
法
人
は
、
令
和
八
年
事
業
年
度
の
認
可
申
請
に
当
た
っ
て
は
、
新
規
則
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
実
施
計

画
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
現
支
援
法
人
は
、
同
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
当
該

 

実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条　

新
規
則
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
令
和
八
年
事
業
年
度
に
係
る
新
法
第
六
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す

る
事
業
報
告
書
（
現
支
援
業
務
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
降
も
引
き
続
き
行
わ
れ
る
も
の
に
係
る
部
分

 

に
限
る
。
）
か
ら
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条　

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
新
規
則
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
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号
イ
に
規
定
す
る
保
証
契
約
等
又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
支
援
業
務
に
係
る
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
お
け

る
新
法
第
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
帳
簿
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三

 

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
様
式
に
係
る
経
過
措
置
）

第
七
条　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を

 

取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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